
 

「新待機児童ゼロ作戦」について 

～ 希望するすべての人が安心して子どもを預けて働くことができる社会を目指して ～ 

 

平成 20 年 2 月 27 日 

  厚 生 労 働 省 

 

１ 趣旨 

 

  少子化は、我が国の活力にもかかわる問題であり、社会全体で取り組み、着実な効

果をあげる必要がある。このため、政府は、平成 19 年 12 月、「子どもと家族を応援

する日本」重点戦略（以下「重点戦略」という。）をとりまとめ、結婚や出産・子育

てに関する国民の希望を実現するため、 

・働き方の見直しによる仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現 

・親の就労と子どもの育成の両立と、家庭における子育てを包括的に支援するための

「新たな次世代育成支援の枠組み」の構築 

の二つの取組を「車の両輪」として進めていくこととした。 

 

希望するすべての人が安心して子どもを預けて働くことができる社会を実現し、子

どもの健やかな育成に社会全体で取り組むため、重点戦略に盛り込まれた、仕事と生

活の調和やサービスの質の確保等の視点を踏まえ、保育所等の待機児童解消をはじめ

とする保育施策を質・量ともに充実・強化し、推進するための「新待機児童ゼロ作戦」

を展開する。 

 

２ 目標 

 

希望するすべての人が子どもを預けて働くことができるためのサービスの受け皿

を確保し、待機児童をゼロにする。特に、今後３年間を集中重点期間とし、取組を進

める。 

 

＜１０年後の目標＞ 

・保育サービス（３歳未満児）の提供割合 ３８％（現行２０％） 

〔利用児童数（０～５歳児）１００万人増〕 

・放課後児童クラブ（小学１年～３年）の提供割合 ６０％（現行１９％） 

〔登録児童数１４５万人増〕 

 
（注１）平成 19 年 12 月にワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議によって策定された「仕事と

生活の調和推進のための行動指針」において、仕事と生活の調和した社会の実現に向けた各主体の取
組を推進するための社会全体の目標について、取組が進んだ場合に 10 年後（2017 年）に達成され
る水準として、第１子出産前後の女性の継続就業率や育児休業取得率等のほか、上記のサービス提供
割合（数値目標）が設定されている。 

（注２） 保育サービス利用児童の増加数 100 万人及び放課後児童クラブ登録児童の増加数 145 万人に
ついては、現在の児童数、出生数をベースに、サービスの提供割合から算出した推計値である。また、
保育サービスの受け皿としては、保育所、家庭的保育のほか、認定こども園、幼稚園の預かり保育、
事業所内保育施設など多様な提供方法が含まれる。 
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３ 基本方針 

 

 希望するすべての人が安心して子どもを預けて働くことができるようにするため、

質と量の両面から保育施策を充実するとともに、そのために必要な社会的基盤（「新

たな次世代育成支援の枠組み」）の構築に取り組む。 

 

（１） 保育サービスを量的に拡充するとともに、家庭的保育など保護者や地域の事情

に応じた保育の提供手段の多様化を図る。 

（２） 小学校就学後も引き続き放課後等の生活の場を確保するため、放課後児童健全

育成事業（放課後児童クラブ）にも施策対象を拡大する。 

（３） 保育サービス及び放課後児童クラブについて、女性の就業率の高まりに応じて

必要となるサービスの中長期的な需要を勘案し、その絶対量を計画的に拡大す

る。 

（４） 子どもの健やかな育成と預ける保護者の安心の確保の観点から、一定の質が確

保されたサービスの提供を保障する。 

 

４ 具体的施策 

 

当面、以下の取組を進めるとともに、集中重点期間における取組を推進するため、

待機児童の多い地域に対する重点的な支援や認定こども園に対する支援などについ

て、本年夏頃を目途に検討を行う。 

 

また、２で示した１０年後の目標を実現するためには、一定規模の財政投入

が必要不可欠であることから、税制改革の動向を踏まえつつ、国・地方・事業

主・個人の負担・拠出の組合せにより支える「新たな次世代育成支援の枠組み」

の構築に向け、その具体的な制度設計の検討を速やかに進める。 

 

（１）保育サービスの量的拡充と保育の提供手段の多様化 

「子ども・子育て応援プラン」（平成 16 年 12 月）等に基づき、特に３歳未満児

を中心として、保育所の受入れ児童数を拡大する。 

また、保護者や地域の事情に応じた多様な保育サービスを充実するため、家庭

的保育事業を制度化するとともに、その普及・促進を図る。〔児童福祉法の改正〕 

 

（２）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の推進 

「放課後子どもプラン」等に基づき、学校の余裕教室等を活用して、留守家庭

児童に対して安心感のある安定した生活の場を確保し、多様なニーズ等に対応す

るため、放課後子ども教室推進事業と連携しつつ、必要な全小学校区での設置を

図る。 
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（３）保育サービス等の計画的整備 

（１）及び（２）の施策を展開するに当たり、地方公共団体において、女性の

就業率の高まりに応じて必要となるサービスの中長期的な需要を勘案して、必要

なサービス目標量を設定し、計画的に整備を進める。〔次世代育成支援対策推進法

の改正〕 

 

（４）地域や職場の実情に応じた取組の推進 

地域や職場の実情に応じた柔軟な施策を展開する観点から、以下の取組を推進

する。 

 

  ① 認定こども園の設置促進等 

    地域の多様なニーズに柔軟かつ適切に対応するため、認定こども園の設置促進

や幼稚園における預かり保育の充実を図る。 

 

② 病児・病後児保育事業の充実 

親の就労と子どもの育成の両立を支えるため、病児・病後児保育事業の充実

を図る。 

 

  ③ 事業所内保育施設に対する支援の充実 

    子どもを持つ労働者の就労と育児の両立を支援するため、事業所内保育施設に

対する支援の充実を図る。 

 

（５）質の向上等に資する取組の推進 

子どもの健やかな育成と預ける保護者の安心の確保の観点から、質の向上等に

資する以下の取組を推進する。 

 

① 保育所保育指針等を踏まえた保育の質の向上 

保育所における保育の質を向上させるため、保育所保育指針を告示化すると

ともに、その内容の改善・充実を図る。また、国及び地方公共団体において、

保育所における質の向上のためのアクションプログラムを策定し、質の向上の

ための保育所の取組を支援する。 

 

② 保育士の専門性向上と質の高い人材の安定的確保 

保育に携わる保育士の専門性を高めるとともに、質の高い人材を安定的に確

保するための研修等の充実を図る。 

 

③ 質の高い放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の推進 

放課後児童クラブガイドラインを踏まえた質の高い放課後児童健全育成事業

（放課後児童クラブ）の推進を図る。 

 

④ 多子世帯への配慮 

  ２人以上の子どもがいる世帯について、同じ保育所に入所できるようにする

など、預ける保護者の立場に立ったきめ細かい配慮を行う。 
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5年後（2012年） 10年後（2017年）

25～34歳　男性　　90.3% 93～94％ 93～94％

25～44歳　女性　　64.9% 67～70％ 69～72％

60～64歳　男女計　52.6％ 56～57％ 60～61％

65～69歳　男女計　34.6％ 37％ 38～39％

②
時間当たり労働生産性の伸び率
（Ⅱ、Ⅲにも関わるものである）

1.6％
（1996年～2005年度の10年間平均）

2.４％（５割増）
（2011年度）

ー

③ フリーターの数
187万人

（平成15年にピークの217万人）
ピーク時の3／4に減少

（162.8万人以下）
ピーク時の2／3に減少

（144.7万人以下）

④
労働時間等の課題について労使が話し
合いの機会を設けている割合

41.5％ 60% 全ての企業で実施

⑤
週労働時間60時間以上の雇用者の割
合

10.8% 2割減 半減

⑥ 年次有給休暇取得率 46.6% 60% 完全取得

⑦
メンタルヘルスケアに取り組んでいる
事業所割合

23.5% 50% 80%

⑧ テレワーカー比率
10.4%

20%
（2010年まで）

－

⑨
短時間勤務を選択できる事業所の割合
（短時間正社員制度等）

（参考）8.6%以下 10% 25%

⑩ 自己啓発を行っている労働者の割合
46.2%（正社員）

23.4%（非正社員）
60%（正社員）

40%（非正社員）
70%（正社員）

50%（非正社員）

⑪ 第１子出産前後の女性の継続就業率 38.0％ 45% 55%

保育サービス（３歳未満児）
20.3％

29% 38%

放課後児童クラブ（小学１年～３年）
19.0％

40% 60%

⑬ 男女の育児休業取得率
女性：72.3％
男性：0.50％

女性：80％
男性：  5％

女性：80％
男性：10％

⑭
6歳未満の子どもをもつ男性の育児・
家事関連時間

1日当たり
60分

1時間45分 2時間30分

（参考）「仕事と生活の調和推進のための行動指針」で設定された数値目標
〔平成19年12月18日　ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議決定〕
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指 標 （ 現 状 値 ） の 算 定 方 法 等

③ フリーターの数
【総務省「労働力調査（詳細結果 （平成18年平均 】15歳から34歳までで、男性は卒業者、女性は卒業）」 ）

で未婚の者のうち、①雇用者のうち「パート・アルバイト」の者、②完全失業者のうち探している仕事の形態
が「パート・アルバイト」の者、③非労働力人口のうち希望する仕事の形態が「パート・アルバイト」で家事
も通学も就業内定もしていない「その他」の者の合計

④ 労働時間等の課題について労使が話し合いの機会を設けている割合
【厚生労働省「平成19年労働時間等の設定の改善の促進を通じた仕事と生活の調和に関する意識調査 】企」

業規模30人以上の農林漁業を除く全業種から無作為に抽出した企業における 「労働時間等設定改善委員会を、
はじめとする労使間の話し合いの機会」を「設けている」と回答した企業の割合

注）労働時間等設定改善委員会での話し合い以外にも、例えば、プロジェクトチームの組織化、労働組合との
定期協議の実施、労使懇談会の開催等が含まれる。

⑤ 週労働時間60時間以上の雇用者の割合
【総務省「労働力調査 （平成18年 】非農林業雇用者（休業者を除く）総数に占める週間就業時間（年平均」 ）

結果）が60時間以上の者の割合

⑥ 年次有給休暇取得率
【厚生労働省「就労条件総合調査 （平成19年 】企業規模30人以上の企業における、全取得日数／全付与」 ）

日数（繰越日数を含まない）
注）10年後の目標値としての「完全取得」とは、労働者が自ら希望する留保分を考慮したものである。

⑦ メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業所割合
【厚生労働省「労働者健康状況調査 （平成14年 】10人以上規模事業所における「心の健康対策（メンタ」 ）

ルヘルスケア）に取り組んでいる」と回答した事業所割合
注 「心の健康対策（メンタルヘルスケア 」の取組内容としては 「相談（カウンセリング）の実施 「定期健） ） 、 」、

康診断における問診 「職場環境の改善」のほか 「労働者に対する教育研修、情報提供 「労働者の日常的」、 、 」、
に接する管理監督者に対する教育研修、情報提供 「事業所内の産業保健スタッフ、人事労務担当者に対する」、
教育研修、情報提供」なども含まれる。

⑧ テレワーカー比率
【国土交通省「テレワーク実態調査 （平成17年度 】就業者人口（総務省「就業構造基本調査 （平成14」 ） 」

年）の有業者総数）に占めるテレワーカー（注）の割合
注）テレワーク実態調査におけるテレワーカーの定義

○以下のＡ．Ｂ．Ｃ．Ｄ．の4つの条件をすべて満たす人
Ａ．ふだん収入を伴う仕事を行っている
Ｂ．仕事で電子メールなどのIT(ネットワーク)を使用している
Ｃ．IT を利用する仕事場所が複数ある、又は1ヶ所だけの場合は自分の所属する部署のある場所以外である
Ｄ．自分の所属する部署以外で仕事を行う時間が、1週間あたり8時間以上である

⑨ 短時間勤務を選択できる事業所の割合（短時間正社員制度等）
「短時間正社員」の定義：フルタイム正社員より一週間の所定労働時間が短い正社員をいい、①フルタイム

正社員が育児・介護に加え、地域活動、自己啓発その他何らかの理由により短時間・短日勤務を一定期間行う
場合と、②正社員の所定労働時間を恒常的に短くする場合の双方を含む。
「短時間勤務を選択できる事業所の割合」としては、短時間正社員制度を就業規則に明文化している場合に加

え、そのような働き方が選択できる状態になっている場合も含まれるように調査を実施する予定。
（参考）

人事院「平成17年民間企業の勤務条件制度等調査の結果について」によれば、100人以上の企業における育
児・介護以外の事由を認める短時間勤務制がある企業数割合は8.6％以下 → 自己啓発（1.9％ 、地域活動）
（1.6％ 、高齢者の退職準備（1.7％ 、その他の事由（2.3％ （以上複数回答 、事由を問わず認める（1.1） ） ） ）
%）

⑩ 自己啓発を行っている労働者の割合
【厚生労働省「職業能力開発基本調査 （平成18年度 】従業員規模30人以上の企業から無作為に抽出した」 ）

事業所の従業員における「自己啓発を行った」と回答した者の割合
注）職業能力開発基本調査における用語の定義

正社員：常用労働者のうち、一般に「正社員 「正職員」などと呼ばれている人をいう。」、
非正社員：常用労働者のうち、一般に「正社員 「正職員」などと呼ばれている人以外の人をいう（ 嘱」、 「

託 「パートタイマー 「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれている人など 。」、 」、 ）
自己啓発：労働者が職業生活を継続するために行う、職業に関する能力を自発的に開発し、向上させるた

めの活動（職業に関係ない趣味、娯楽、スポーツ、健康増進等のためのものは含まない 。）

⑪ 第1子出産前後の女性の継続就業率
【国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査 （平成17年 】2000年から2004年の間に第1子を」 ）

出産した女性について、第1子妊娠前に就業していた者に占める第1子1歳時にも就業していた者の割合

⑫ 保育等の子育てサービスを提供している割合－保育サービス（3歳未満児）－
【厚生労働省「福祉行政報告例 （平成19年4月 、総務省「人口推計年報 （平成18年 】保育所利用児童数」 ） 」 ）
／ 3歳未満人口

保育等の子育てサービスを提供している割合－放課後児童クラブ －（小学１年～小学３年）
【文部科学省「学校基本調査 （平成19年 、厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課調査（平成19」 ）

年 】放課後児童クラブ登録児童数 ／ 小学校1～3年生の就学児童数）

注）保育等の子育てサービスを提供している割合は、他の目標の進捗状況によって目標の達成が左右される。

⑬ 男女の育児休業取得率
【厚生労働省「女性雇用管理基本調査 （平成17年度 】5人以上規模事業所における2004年4月1日から2」 ）

005年3月31日までの1年間の出産者又は配偶者が出産した者に占める育児休業取得者（2005年10月1日ま
でに育児休業を開始した者)の割合

⑭ 6歳未満の子どもをもつ男性の育児・家事関連時間
【総務省「社会生活基本調査 （平成18年 】6歳未満の子どもをもつ男性の1日当たりの「家事 「介護・」 ） 」、

看護 「育児 「買い物」の合計の時間」、 」、
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